
文教警察委員会会議記録

文教警察委員長 元吉 俊博

１ 日 時

令和３年３月２２日（月） 午後１時３０分から

午後３時５４分まで

２ 場 所

第２委員会室

３ 出席した委員の氏名

元吉俊博、清田哲也、志村学、木付親次、馬場林、平岩純子、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

教育長 工藤利明、警察本部長 竹迫宜哉 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分及び第３７号議案については、可決すべきものとい

ずれも賛成多数をもって決定した。

（２）第１７号議案及び第１８号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答す

ることを、第２６号議案については、可決すべきものと福祉保健生活環境委員会に回答す

ることを、いずれも全会一致をもって決定した。

（３）大分県人権教育推進計画の改訂について、大分県文化財保存活用大綱の策定について及

び第２期大分県スポーツ推進計画の策定についてなど、執行部から報告を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 主査 吉野美穂

政策調査課政策法務班 主査 中川悠



文教警察委員会次第

日時：令和３年３月２２日（月）１３：３０～

場所：第２委員会室

１ 開 会

２ 教育委員会関係 １３：３０～１５：００

（１）合い議案件の審査

第１８号議案 職員の給与に関する条例の一部改正について

（付託委員会：総務企画委員会）

（２）付託案件の審査

第 １号議案 令和３年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第３７号議案 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の一部改正について

（３）諸般の報告

①大分県人権教育推進計画の改訂について

②大分県文化財保存活用大綱の策定について

③第２期大分県スポーツ推進計画の策定について

④第三次大分県特別支援教育推進計画に関するフォローアップ委員会の検討結果及び再

編整備の進捗状況について

⑤教職員の懲戒処分について

（４）その他

３ 警察本部関係 １５：００～１５：５５

（１）合い議案件の審査

第１７号議案 職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正について

（付託委員会：総務企画委員会）

第１８号議案 職員の給与に関する条例の一部改正について

（付託委員会：総務企画委員会）

第２６号議案 食品衛生法に基づく営業施設の基準を定める条例等の一部改正等につい

て

（付託委員会：福祉保健生活環境委員会）

（２）付託案件の審査

第 １号議案 令和３年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

（３）その他

４ 協議事項 １５：５５～１６：００

（１）その他

５ 閉 会



- 1 -

別 紙

会議の概要及び結果

元吉委員長 ただいまから、文教警察委員会を

開きます。

なお、審査の都合上、予算特別委員会の分科

会も兼ねているので御了承願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案２件並びに総務企画委員会及び福祉保健生

活環境委員会から合い議のあった議案３件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

教育委員会関係の審査に入ります。

まず、総務企画委員会から合い議のあった議

案について審査を行います。

それでは、第１８号議案職員の給与に関する

条例の一部改正についてのうち、教育委員会関

係部分について説明を求めます。

工藤教育長 一言御挨拶を申し上げます。さき

の予算特別委員会では長時間にわたる御審議あ

りがとうございました。引き続いて、合い議案

件１件、付託案件２件、諸般の報告５件につい

て説明、報告しますのでよろしくお願いします。

関係事項はそれぞれ担当課長から御説明します。

渡辺教育人事課長 職員の給与に関する条例の

一部改正について御説明します。

委員会資料の１ページを御覧ください。

まず、１の改正理由についてです。研究職で

ある職員のモチベーション向上のため、ポスト

を新設するものです。条例上、職員の職務は、

その複雑さや困難度、責任に応じて職務の級に

分類され、その職務の内容とあわせて級別基準

職務表に定められています。現在、事務の課長

補佐級には主幹や課長補佐という役職がありま

すが、研究職には主幹研究員と主幹学芸員の二

つの役職しかありません。新たに課長補佐級に

あたる副部長級に上席主幹研究員と上席主幹学

芸員を新設することで、処遇を改善するもので

す。

２ページの級別基準職務表の新旧対照表を御

覧ください。４級の２番目の職務の箇所です。

専門研究員に引き続き、新たに上席主幹研究員

と上席主幹学芸員を追加しています。今後、人

事評価等を参考に、優秀な人材については登用

していきます。条例の施行期日は、令和３年４

月１日を予定しています。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別に質疑もないので、これで質疑

を終わります。

なお、採決は警察本部の審査の際に一括して

行います。

以上で合い議案件の審査を終わります。

次に、付託案件の審査を行います。

まず、第１号議案令和３年度大分県一般会計

予算のうち、教育委員会関係部分について、執

行部の説明を求めます。

工藤教育長 第１号議案令和３年度大分県一般

会計当初予算のうち、教育委員会関係について

説明します。

お手元の令和３年度教育委員会予算概要の３

ページをお開きください。

令和３年度教育委員会予算です。教育委員会

の予算額は、左から２列目予算額（Ａ）欄の上

から３段目にあるように１，１３３億９，３５

３万８千円です。これを右から３列目の２年度

当初予算額（Ｂ）欄と比較すると、その右の欄

にあるように、額にして１億１，５１８万９千

円、率にして０．１％の減となっています。

続いて、先日の予算特別委員会で御説明した

事業を除く主要な事業について、教育財務課長

より一括して説明します。

山上教育財務課長 教育委員会予算概要の２０

ページをお開きください。

事業名欄一番下の教員の産休・育休取得促進

事業費７，８９９万９千円です。この事業は、

教員が産休、育休を取得しやすい環境を整備す

るため、小中学校、県立学校の教員及び養護教

諭の産休、育休者に対する代替教員を早期に配

置するものです。
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３８ページをお開きください。

上から３番目、県立高等学校等通学時感染防

止対策事業費６千万円です。通学時にＪＲを利

用する高等学校等の生徒の新型コロナウイルス

感染リスクの低減を図るため、スクールバスの

臨時運行を行うための経費をあらかじめ確保す

るものです。

その下、災害時県立高等学校等通学対策事業

費５千万円です。災害による交通機関の遮断に

より、通学が困難となった高等学校等の生徒を

安全に通学させるため、スクールバスの臨時運

行を行うための経費をあらかじめ確保するもの

です。

４０ページをお開きください。

一番下、県立学校ＩＣＴ活用授業推進事業費

２，４２８万７千円です。１人１台端末の教育

環境に対応するため、ＩＣＴを活用した授業作

成の支援を行うＩＣＴ教育支援アドバイザーや、

ＩＣＴ機器の操作指導等を行うＩＣＴ支援員の

配置を行うものです。

６４ページをお開きください。

一番上、幼児教育推進体制充実事業費４，８

０９万円です。幼稚園、認定こども園、保育所

における幼児教育の質の向上を図るため、幼児

教育アドバイザーの派遣による園内研修の支援

や人材育成研修、幼小接続に係る研修を行うも

のです。また、公立幼稚園に対してＩＣＴ環境

整備の支援を行います。

７０ページをお開きください。

一番上、おおいたグローバルリーダーズ育成

事業費２，５７９万９千円です。グローバル人

材の育成を図るため、高校生を対象としたグロ

ーバルリーダー育成塾の開催や、海外留学支援

金の交付等を行うものです。加えて、海外大学

等による講座等や、国際系大学と連携したオン

ラインによるバーチャル留学等を実施します。

次のページ、７１ページを御覧ください。

一番下、農山漁村を牽引する担い手確保・育

成事業費３，５４１万３千円です。魅力ある農

山漁村づくりの核となる担い手を確保、育成す

るため、先進的な農業者や大学等と連携して、

農林水産高校生を対象とした実践的な研修等を

行うものです。スマート農林水産業の実践教育

や、くじゅうアグリ創生塾における各種スキル

アップ研修、また、全国から久住高原農業高校

へ入学を希望する生徒を増やすための農業留学

プロジェクトに取り組み、農林水産教育の活性

化を図ります。

８３ページをお開きください。

上から２番目、読書だいすき大分っ子育成事

業費６２５万２千円です。子どもの主体的な読

書活動を推進し豊かな心を育むため、家庭での

読書活動を推進し、読書習慣の定着を図るもの

です。商業施設等で幼児向け図書の展示や読み

聞かせ等を行うおうち読書スタートアップ事業

や小中学校への推薦図書の貸出し等を行います。

８９ページをお開きください。

上から２番目、帰国・外国人児童生徒日本語

教育推進事業費６４２万３千円です。日本語指

導が必要な帰国、外国人児童生徒の日本語能力

に応じたきめ細かな指導手法を検証し、日本語

指導の充実を図るため、大学と連携し、県立高

校及び小中学校へ支援員の派遣を行うものです。

１０３ページをお開きください。

一番上、地域スポーツ活動推進事業費８１５

万８千円です。身近な地域で日常的にスポーツ

に親しむ機会を提供し、県民の心身の健康保持、

増進を図り、本県のスポーツ実施率の向上を図

るため、総合型地域スポーツクラブにおいて地

域の特性をいかしたプログラムの創出等に取り

組みます。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

平岩委員 さきほど言われた８９ページの帰国

・外国人児童生徒日本語教育推進事業費につい

てですが、力を入れてくださっているのが、こ

の前の人権、同和教育の学習会のときにとても

よく分かりました。予算的に厳しい予算だなと、

本当はもっとたくさん勉強させてあげられたら

いいし、支援者になりたい気持ちはあるけど、

なかなかそうはいかないので厳しいですが、指

導者と対象の子どもは何人ぐらいか、今コロナ

で余り増えてはいないですが、これまでも少し
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ずつ増えてきているので、そのあたりの詳しい

ことを教えてください。

それと、３５人学級は実現して少しずつ広が

っていきます。大分県は既に３０人学級が小学

校１年、２年、中学校１年に入っているので、

来年は３年生から３５人学級が入るのか。それ

とも来年は、他県で１年生から入れるとしたら

大分県はそのままいくのか。そこが自分の中で

どうしてもはっきり分からなくて、詳しく教え

てください。

川野人権教育・部落差別解消推進課長 さきほ

どの日本語指導の件です。

まず、本年度の日本語指導が必要な児童生徒

は外国籍、日本国籍合わせて８４人います。こ

れは９月時点の調査のものですが、それに対し

て、今、県も市町村も派遣事業をしているので、

県がやっているものでは延べ２２校の４０人の

児童生徒に対して、日本語指導の支援員１４人

が対応して指導しています。

来年度に向けては、これと同等というか、２

０人ぐらいの日本語指導の支援員を派遣したい

と考えています。時間数の上限等があるので、

それにあわせながら、ただ、来年以降も若干微

増してくると思われるので、市町村と調整しな

がら指導に関わっていきたいと思っています。

渡辺教育人事課長 少人数学級について御質問

いただきました。

大分県では児童生徒数が減少していることも

あり、既に小学校の全学級のうちの９０％が３

５人以下学級、そして７３．３％が３０人以下

学級といった状況になっています。

今後、３５人学級の拡大に向け、全体で１０

０程度の学級数の増加を見込んでいますが、小

学校教員がこの数年で退職のピークを迎えてお

り、人員確保が大変厳しい状況となっています。

現在、本県独自の３０人学級には加配定数の

一部を活用しながら対応していますが、加配教

員の活用も児童生徒指導の充実に効果を上げて

います。そのため、国においては来年度から、

小学校２年生から段階的に加配定数を基礎定数

に移行しながら３５人以下学級を進めることに

なっており、本県もその流れの中で対応してい

きたいと考えていて、来年度については特段対

応せず、４年度から小学校３年生の３５人以下

学級を国の流れの中で対応していきたいと考え

ています。

平岩委員 分からなかったですが、日本語指導

に関しては上限があるとさきほど言われたので、

上限があるんだなと思って聞いていましたが、

入ってくる子どもたちは、来た時期も、生活し

ている年数も、家族環境もみんなばらばらなの

で、一人一人個別の対応が必要になってくるし、

一番のネックは高校入試です。そこを見据えた

指導を先生方、指導員の方はなさっていると思

うので、少しでも手厚くできるよう、また予算

も獲得できるように私たちも頑張っていきたい

と思います。本当に一部の人の努力に頼ってし

まっている部分もあるので、よろしくお願いし

ます。

３０人学級ですが、加配教員も利用しながら

やってきたけど、少しずつ国の移行にあわせて

やっていくということで、実質、来年の１年と

２年はそのまま３０人以下で、３年生は……

（「４０人」と言う者あり）４０人のままとい

うこと。

渡辺教育人事課長 来年度は、３年生について

は現行どおり４０人で考えています。国も来年

度以降で２年生から順次、３５人以下学級を導

入することになっており、来年度は県は既に３

０人学級を実施していることもあり、小学校２

年生についてはそのままで考えています。

というのは、さきほども申したとおり、加配

を使って今既にやっていて、要望がある中で対

応しているので、そのままで対応したいと思い

ます。そして、国の流れに乗る形で、小学校３

年生の３５人以下学級は令和４年度から実施し、

順次学年を上げていきたいと考えています。

平岩委員 分かりました。今、ようやく答弁を

理解できた状況ですが、先生の数を確保しなき

ゃいけないのが片方にはありますよね。そっち

のハードルも大変厳しい。１００人増やして１

００学級増えるより、先生の数を確保する方が

大変な状況だと思うので、また頑張らなければ

いけないと思っています。ありがとうございま
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す。

馬場委員 ５５ページの登校支援員配置事業費

についてです。登校支援員をどこの市町村に何

人配置するか、具体的な配置状況について一つ

お願いします。

それから二つ目は、さきほど平岩委員からあ

りましたが、来年度は小学校の２年生、３年生

はそのままで、３年生から３０人以下学級とは

ならずに、国の３５人学級をやっていくことに

なるのですか。３０人学級でいくと、１００学

級１００人ではなく、もっと先生が必要になっ

てくるのかなと思いますが、その辺の状況をお

尋ねします。

それから、２０ページで、中学校は中学校１

年生が３０人学級ということでそのままになっ

ている状況です。例えば、２３ページがいいか

も分かりません、小学校や県立学校、盲ろう学

校の中で休職代替者、それから産休、育休代替

者がそれぞれ出ていますが、人数を足していく

と２７９人ほどになってくると思います。来年

度に向け、かなりの人数の臨時の方の確保が必

要になってくるのかなと思いますが、この予算

を組んだ段階から臨時の方が確定するのはもう

少し先になると思います。どのくらいの人数を

というのは予想できますか。確保はかなり厳し

いと思いますが、その辺をお尋ねします。

簑田学校安全・安心支援課長 まず、登校支援

員の配置です。

これは、別室登校で指導する先生がいないこ

とに鑑みており、大分市と日田市についてはそ

れぞれ独自措置がされており、そこがカバーで

きている状況があるので、それ以外の１６市町

村と考えています。実際には学校規模、それか

ら不登校児童生徒数に鑑みて、配置をしていく

ことになっています。

渡辺教育人事課長 ２点御質問いただきました。

まず、１点目の３０人学級で、小学校３年生

について３０人学級へ移行という話ですが、さ

きほど言ったとおり、既に多くの小学校で３０

人学級という状況もある中、３５人以下学級に

するにしても、令和４年度以降人員が必要にな

るので、全体で１００学級ほど増える、要は１

００人ほど教員が必要になるということで、厳

しい定数事情等もあるので、国の流れの中で、

小学校３年生については３５人学級で令和４年

度から実施をしていく方向で考えています。

あわせて、臨時講師の対応という話がありま

した。今年度４月の始業式の時点で全体で２６

人の欠員があり、また、今年度、特に補正等が

あった関係で、１０月の時点では３０人を超え

る欠員ということで、今、臨時講師の確保が非

常に厳しい状況になっています。来年度につい

ては、今年度が小学校の定年退職のピークとい

う状況になっており、今年度と比較してもかな

り厳しい状況の中で臨時講師を確保していく必

要があると考えています。

馬場委員 ありがとうございました。

登校支援員は、初めて設けられると思います

が、具体的には日田と大分以外の各市町村に１

人ということになるのですか。それともそれぞ

れ市町村によって人数が違うのか。

それと、特に臨時講師を確保するのは本当に

難しいんだな。すぐ隣が福岡県で、福岡県に行

かれる方もかなりおられるので、本当にそうい

う意味では臨時講師の待遇改善にも取り組まな

いとなかなか難しいのかなと思います。私たち

も一緒に確保に向け、取り組んでいきたいと思

います。

簑田学校安全・安心支援課長 登校支援員につ

いては、原則として大分、日田以外の１６市町

村と考えていますが、実際の配置について、ほ

とんど別室の登校がいないところがあれば、そ

れ以外の１６市町村に配置すると考えています。

不登校の実際の人数を精査しながら、実際の配

置についてはこれから決定していく段取りにな

っています。

渡辺教育人事課長 臨時講師の確保のことです

が、現在、小学校で大量退職期を迎えている中、

採用数も多く確保しながらということでやって

います。臨時講師は、数年前は１，２００人ほ

どエントリーしていただけていましたが、現行

８００人ほどのエントリー数で、なかなか教員

の需給バランスが厳しい中、これまで臨時講師

をしていた方が正規になっていって、臨時講師
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をやっていただける方が減っていっている状況

で、各県とも同じような状況です。

臨時講師の待遇改善についても、私どもでも

今年度、臨時講師については給与面でもかなり

アップしているし、福岡県と比べても遜色ない

ものまではいっていると考えていますが、今後

ともそういった部分でも考えながら臨時講師の

確保に努めていきたいと考えています。

工藤教育長 委員長、少し補足させていただい

ていいですか。

３５人学級のところ、大変分かりにくくて申

し訳ないですが、大きな整理でいうと、現行の

令和２年度段階では小学校１年生が法定で３５

人になっています。法定ということは、定数上

の数字が教員として入ってきますが、その外側

に加配定数――国が予算上付けているものがあ

り、小学校だと大分県には三百数十人が来てい

ます。その中から割り出して３５人を３０人に

し、２年生も実は４０人のところを３０人まで

持っていっていると。そこで先生の確保をどう

しているかというと、加配の中から配置してい

ます。加配の先生方は、例えば、授業改善だと

か、いろいろなところに張り付けています。全

国的にもそうですが、いろいろな工夫をしなが

ら、一部は３５人にしたり、特別な指導のため

に充てたりという整理をしてきている。今回小

学校全部を３５人でやりましょうというときに、

一気にやると先生の数を増やさないと無理なの

で、５年間かけて加配の中からスライドさせて

定数化していくような整理をしようと。５年の

中でいくと、絶対数としては全国的に見れば毎

年少しずつ子どもたちの数が下がっていく中で、

先生の大きな増がない中でもスライドできてい

くだろうという組立てにしたのが今回の整理で

す。我々は既に２年生については３０人にして

いる。では来年からもっと前倒しで３年生も３

５人に入れたらいいではないかといっても、な

かなかそれをやろうとすると、また加配の中か

ら持ってこないといけない。そうすると、今、

うまく授業改善等に使っている加配分をへこま

せて、そっちに持っていくしかない状況になる。

非常に厳しい中でやりくりをするのがなかなか

難しいから、自然減になる中で、出てくる人数

をうまく３５人の方に人口スライドさせていこ

うというのが国の考え方ですし、我々も今のと

ころその方向でしか確保が難しいかなと考えて

います。

堤委員 今のに関連して、さきほどから２０２

２年度から１００人程度先生の数が必要という

話があり、今の話からすると、独自に今、１年

生と２年生で加配をやっているが、定数配分す

るから、その加配を今度３年生に持ってくると

いう流れになるわけではないでしょう。実質的

には２０２２年から３５人学級になるから、当

然、今４０人の定数が３５人になりますね。そ

れに対し、学級数が１００ぐらい増える、イコ

ール先生が１００人ぐらい増えるという認識を

していますが、それがいいのかどうか。

それと、仮に１００人増える場合、臨時講師

の採用試験の在り方とかも若干変わってくるか

なと。当然枠を増やさないといけない。そうす

ると採用試験についても若干何かあるとかがあ

れば、それを少し教えていただきたい。

もう一つ、学力テストの関係。県の定着テス

トもありますが、国の場合には、国が直接業者

に委託し、そのまま小学校、中学校にいくとい

う話で、結果だけは県に返ってくるということ

ね。その中で、保護者にも今回何か聞くように

書いてあるが、その中身は何かが一つと、県の

場合には、そういう定着テストの中で保護者に

対する質問票はあるかどうか。

それと、それぞれ県も国も公表しているが、

公表することにより、されていないところの保

護者の考えとか、子どもへの対応とか、そうい

うところはどうなっているのか少し聞かせてく

ださい。

渡辺教育人事課長 ３５人学級による増学級と

いうことで、今、１００学級ほど増えると考え

ており、令和２年度を基準にすると全体で１０

０と考えていますが、今後、児童数の減少とか

いった部分があるので、そういったものも見極

めなければだめなのかなと考えています。

あと、小学校教員の確保ですが、小学校の数

を増やすと、小学校の採用倍率が今年度１．４
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倍にまで落ちてしまっているので、なかなか小

学校だけでは採用数を増やせないといった部分

もあります。中学校の資格を持って、小学校の

資格も持っている教科の部分で、来年度、数学、

算数、理科と拡大しながら、小学校の教員の確

保に努めていきたいと考えています。

内海義務教育課長 全国学力・学習状況調査の

家庭への質問紙についてです。家庭への質問紙

については、一斉に行われる調査とは別に、今

年度は６月１日から３０日の間に保護者に対す

る調査が抽出で行われます。内容については、

少しずつオブラートには包みますが、保護者の

年収など社会的、経済的背景や、子どもに対し

て何を一番に望んでいるのか、家庭でどういう

働きかけをしているかといったことを聞きなが

ら、それ自体の調査の公表ではなく、学力調査

とひも付けして、学力にどんな影響をもたらし

ているのか、授業改善だけでなく、学校の組織

的対応とか、自治体の支援の在り方を提案して

いく調査です。

もう一つ、学力調査において、学校名とか、

公表されていないところへの対応ですが、これ

は各学校が学力向上会議を毎年２回ほど持って

います。そこにおいて、保護者、あるいは地域

の方々に学校の状況を詳しくお伝えしながら、

取組方針の説明をしたり、御意見をいただきな

がら、御協力いただけるところはしていただく

といったところで進めています。

堤委員 ありがとうございます。

成果が上がった学校については、ホームペー

ジに出ているよね。それを見てみたが、ワンペ

ーパーでどういうところに取り組んでいるとい

うぐらいのものがほとんどでした。なかなかあ

れを見て参考にしようかなとはならないと思い

ますが、それは少し置いておいて、実際、公表

されていない子ども、また学校です。学校ごと

にいろいろ話をしているということですが、一

番心配なのは、子どもに対する否定感、プレッ

シャーとか、自分の学校はなぜ載っていないん

だろう、学力が低いのだろうかと意外にプレッ

シャーを感じてしまうのもあるのではないかと

危惧します。そんなときにはケアが大事だと思

います。学力だけをぎゅうぎゅう詰めるのでは

なく、そういうケアも含めた対応をされている

のかなというのを少し聞きたい。

もう一つ、１００人程度という状況の中で、

試験の中身とか、仮に臨時採用を何年間してい

るとか、教科を若干免除するとか、他県の人の

状況は考えていないということなのか。倍率が

低いから、小学校、中学校の連携教諭を増やし

ていくだけの対応で大丈夫なのかという気がし

ますがどうでしょう。

内海義務教育課長 学力調査の目的は、学校で

の取組、授業改善についての検証――改善が主

たる目的なので、学校に対して目的を取り違え

ることのないよう、指導は毎年行っています。

また、子どもについても、学力調査はもちろ

ん、今年も全ての学校で行いましたが、生活の

状況を知るところも非常に重視しており、そう

いうところを両方使いながら、子どもを全体的

に指導していくことを考えています。

渡辺教育人事課長 小学校の教員の確保ですが、

小学校の教員は今年度末の定年退職者がピーク

で、来年度以降、定年退職者の数は少しずつ減

ってくるような年齢構成になっています。そう

いった中で、ある程度の数を維持しながら、あ

わせてさきほどの小学校の小中連携教諭の枠拡

大もしながら確保していきたいと考えています。

また、臨時講師の歴を使ってという話もあり

ましたが、この辺は公平、公正、透明性という

ことで、試験にあたっては全員が同じ条件の下

で採用試験を受けていただきます。これまでも

いろいろな中で話がありますが、臨時講師の歴

をもって試験に何らかの加味をすることは今の

ところ考えていません。

清田副委員長 ２点伺います。

６９ページ、未来へつなぐ学び推進事業費の

中で、ＥｄＴｅｃｈ教材の導入という部分があ

ります。ＩＣＴを活用するためのアプリ的なも

のと認識していますが、導入の規模感――例え

ば、県立高校は一斉にやるとか、取りあえず３

校ぐらいでやっていくとかいう導入の規模感と、

少し具体的にその活用の方法とか、メリットと

か、期待される効果とかは。あと既に複数社、
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アプリの種類がいくつかあると思いますが、そ

の選定方法、選定基準とか、その辺の説明をい

ただきたい。

さきほど説明いただいた１０３ページの地域

スポーツ活動推進事業費の中で、地域の特性を

生かしたシンボリックプログラムの創出という

部分は、具体的にどういうことか説明してくだ

さい。

三浦高校教育課長 ＥｄＴｅｃｈ教材の活用に

ついては、学びの深化や個別の最適化という目

的があり、例えば、来年度は１人１台端末が来

るので、それを活用したＡＩドリルの試行的な

導入――ＡＩドリルとは、それぞれ生徒一人一

人の学力や弱いところに合わせながら学習が進

められるようなドリルということです。

それから、デジタル教科書の試行的な導入も

考えています。それぞれの教科のつまずきポイ

ントで学習補強効果を発揮します。数学、理科

等で導入する方向で今、考えています。理科に

ついては全学校に導入する方向で、そのほかの

教科は県立の豊府中学校や豊府高校のモデル校

で試行的に導入する形で今、考えています。

それから、学びのＳＴＥＡＭ化ということで、

分野横断の課題解決学習用教材の導入も考えて

います。例えば、スポーツのＳＴＥＡＭ化――

スポーツを学ぶ上でのＳＴＥＡＭ教育というこ

とで、ＳＴＥＡＭ陸上とか、ＳＴＥＡＭベース

ボールとか、タグラグビーとかいうことも考え

られるし、そのほかの探求的な学習に使えるよ

うな教材を準備しています。

加藤体育保健課長 シンボリックプログラムの

御質問です。

これまで総合型クラブにおいては様々なプロ

グラムを作成、提供し、スポーツ実施率の向上、

会員の確保に努めていますが、今回のコロナで

会員数が伸び悩んでいるということ、そして働

く世代、女性のスポーツ実施率も停滞している

中で、特にそれぞれの地域の特色をいかしたプ

ログラムを検討し、それをプログラム化してい

こうということです。

例えば、地域の特色ある地形をいかして運動

プログラムはできないものかとか、地域のほか

にないような施設をいかすことはできないのか、

地域の特産品をいかしたスポーツプログラムは

考えらないかということを、学識経験者、関係

者によって検討委員会を作り、それぞれ地域の

シンボルとなるようなプログラムを検討し、作

っていって、会員数を増やしてスポーツ実施率

を高めようという事業です。

清田副委員長 ありがとうございます。スポー

ツの方はよく分かりました。

ＥｄＴｅｃｈ教材で、今後のことだろうと思

いますが、選定基準とか、どういう経過で導入

していくのか、その辺の答弁をお願いします。

三浦高校教育課長 ＥｄＴｅｃｈ教材の選定方

法は、いろいろな企業がいろいろなプログラム

を持っているので、それを基に選定していくと

いう状況がありますが、基本的には入札等を行

い、公平、公正に進めていきます。

元吉委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 ほかに質疑もないので、これで質

疑を終わります。なお、採決は警察本部の審査

の際に一括して行います。

続いて、第３７号議案学校職員の休日休暇及

び勤務時間等に関する条例の一部改正について、

執行部の説明を求めます。

渡辺教育人事課長 第３７号議案学校職員の休

日休暇及び勤務時間等に関する条例の一部改正

について御説明します。

委員会資料の３ページを御覧ください。

給特法第５条が改正されたことにより、公立

学校の教育職員に対し労働基準法第３２条の４

が読み替えられ、１年単位の変形労働時間制を

適用できることになりました。本県においても

１年単位の変形労働時間制を適用できるように

するために、学校職員の休日休暇及び勤務時間

等に関する条例を一部改正するものです。１年

単位の変形労働時間制の導入により、教育職員

が長期休業中に休日を集中的に確保し、リフレ

ッシュの時間を確保します。制度の導入にあた

っては、県立学校等の教育職員の在校等時間の

上限等に関する方針に定める全ての措置を講じ

る必要があり、学校における働き方改革を総合
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的に進める一つの選択肢となるものです。また、

条例の一部改正に伴い、県立学校等の教職員の

在校等時間の上限等に関する方針並びに学校職

員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施

行規則を別途定める予定です。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

馬場委員 一つだけお尋ねします。

長期休業中に休日のまとめ取りができるよう

な学校になればいいと思いますが、３ページの

１年単位の変形労働時間制適用の際、それぞれ

上限に関する方針に定める全ての措置を講ずる

ものとは、具体的にはどういう措置が講じられ、

実施できることになるのか。その前提とは具体

的にはどういうことになるのか。

渡辺教育人事課長 １年単位の変形労働時間制

については、変形労働時間の対象期間に長期休

業期間等を含み、教育職員の在校等時間につい

ても現行月４５時間、年３６０時間を上限月４

２時間、年間３２０時間とさらに少なくして実

施するといった前提となる事項があります。ま

た、指針に基づき、服務監督を行う教育委員会

等が講ずべき措置も決められており、在校等時

間の把握を適切に行う、また部活動ガイドライ

ン等の遵守、教員業務の新たな付加等により在

校等時間を増加させない、正規の勤務時間を割

り振る日にはそういった増加をさせないとか、

業務量が多い一部の期間に限り行うといった教

育職員について服務監督権者として措置を講ず

る内容になっています。

馬場委員 前提条件も含めて課題がかなりある

のかなと思いますが、その辺は十分解決しなが

ら進めていっていただきたいと思います。

渡辺教育人事課長 この条例改正については、

勤務条件の変更にあたるので、職員団体とも協

議を行っており、協議の中でもこういった制度

の導入にあたっての不安の声もありました。具

体的な運用にあたっては、今、事務的に協議を

しながらということもあって、交渉も終わって

おり、現場の意見も聞きながら具体的な運用を

行っていきたいと考えています。

堤委員 これは、これまでもずっと取り上げて

きましたが、知れば知るほど中身が本当に複雑

怪奇で、実際にできるのかなという思いが非常

に強くなってくるばかりです。

３点聞きます。よく聞いていてください。

この労働時間制の唯一の目的は、夏休みのま

とめ取りがあるわけです。夏季の行政研修など

の大幅削減とか、代休とか、年休とか、そうい

う取得で休みは十分取れるのではないかと思い

ます。国会でも文科大臣がそういうのは重要な

方法と認定もしていますが、そうできるという

考えはどうなのかが１点。

二つ目は、働き方改革の一環の法律、条例の

改正ですが、一方で、タイムカードを押した後

に残業したり、又は上司から早く帰りなさいと

言われタイムカードを押して帰るが持ち帰りを

するという実態があるのは、国会の中で明らか

にされているし、大臣も認識していますよね。

そういう状況を大分県は調査しているのかとい

うことと、この前の質問でも聞いたとおり、い

ろいろ情報の問題もあるから、当然持ち帰りは

原則禁止ですよね。しかし、日常業務があって、

早く帰れとなれば、持ち帰らざるを得ないわけ

ですね。そういう状況の中で、本当にそれをし

ちゃだめと禁止する担保はあるのかを聞きます。

三つ目、これは管理職とか事務職員へのすご

い負担増になると思います。具体的になれば、

年度が始まる前の３月に管理職が全部の教職員

に導入についてまず意向を聞かなければいけな

い。それを聞いて、入れるなら、子育てとか介

護とか、個々の状況を聞き取らなくてはならな

い。そして、対象者を設定していくわけでしょ

う。当面、４月、５月の個人のシフトを３月末

までに作り、その後、４月に６月分とか、５月

に７月分と個人のシフトを作っていくわけです。

それが実際、その勤務シフトどおりにされてい

るか、またチェックをしなければならない。一

遍決めてしまえば、シフト変更とか途中ででき

ないわけですね。それをすると法律違反だし、

その制度そのものが成り立たなくなるから。そ

ういうことも非常に負担となりますが、実際に

学校現場で調べているのかどうかも含め、この
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解決をどのように図ろうとしているのか、教え

てください。

渡辺教育人事課長 ３点御質問いただきました。

まず、夏休みのまとめ取りは、年休等の取得

促進でも十分対応できるのではないかという話

ですが、給特法の改正を受けての制度ですので、

そういった中で夏休みを取りやすい環境づくり

はしていきたいと考えています。今、教育セン

ターでの研修についても、夏季の休業期間中の

研修は、できるだけ入れない期間を増やす対応

もしているし、そういった中でこの制度を入れ、

まとめ取りができる環境を整えていきたいと考

えています。

また、働き方改革を進める上で、持ち帰りの

調査等をしているのかという話ですが、今年度

についても県立の全ての学校を対象に、１０月

から１１月の間、１週間を対象に持ち帰りの状

況等も含め、実態の調査をしています。教員に

ついても前年度と比較すると、今年度は横ばい

という形で、１日当たり平均２３分と持ち帰り

等があることは承知しています。さきほど委員

から話があったとおり、持ち帰り業務について

は、上限方針等の留意事項でも本来、業務の持

ち帰りを行わないことが原則となっているので、

こういった持ち帰りが生じない形で対応してい

きたいと考えているし、そういった意味で管理

職の意識等もそういう形になるように研修等も

努めていきたいと考えています。また、この制

度の導入について、管理職、事務職員等への負

担が増えるのではないかという話もありました。

この制度は、附属小中学校では既に導入されて

いるので、先行して導入している附属小中学校

等の状況も確認しながら、管理職、事務職員へ

の負担増にも配慮しながら対応していきたいと

考えています。

堤委員 今の話を聞いて、それで大丈夫とはな

らないわけですね。最初の問いかけに対して、

結局は法律を改正しなくても現状でもできると

いうことかな。さきほどはそういうことを言っ

ていたわけね。法律改正によって夏休みが取り

やすいようにしたいと。法律に基づいて条例改

正をするから、県とすればやらざるを得ない面

もあるだろうけど、現状取ろうと思えば取れる

から、無理やりこういう法律を改正する必要は

ない、法律の制定要因そのものが本来成り立た

ないというのは、ぜひ認識していただきたいと

思います。

持ち帰りについても、原則禁止というのは言

葉では動きますよ。しかし、実際にはできない

という現場の状況があるわけでしょう。だから

これは、それを担保する方法ではないですよ。

業務量を減らすとか、又は職員の数を増やすと

か以外に担保する方法はないから、ぜひこれは

そういう方向でも検討していただきたいし、考

えていただきたいと思います。

それで、管理職の状況は附属小中学校がやっ

ているから大丈夫だろう、そんなのありますか。

実際に全ての県立高校とか小中学校がやるわけ

でしょう。県が条例を作り、一挙に学校がやる

となれば、そこで具体的に検討していかなけれ

ば。附属小中学校がやっているからそこを見て

くださいでは、管理職の負担は逃れられないで

すよ。年度末に全ての職員のシフト表をチェッ

クできますか。現場からすれば不可能だし、さ

らなる管理職への負担増につながってしまうか

ら、導入すべきではないなと本当に思います。

教育長、最後にどうですか。

工藤教育長 いろいろ御心配いただいています

が、これを働き方改革の一つの方向として、手

段としてやっていけるようにしようという話で

す。だから、御懸念のところはまたいろいろな

ところでチェックしていただくとしても、これ

までの現場の厳しい状況を放置するより、この

枠組みを入れることで少しでも現場の負担感を

減らしていく。管理職が当然しっかりこの仕組

みを理解し、動くようにしてもらわないといけ

ないし、それに向け努力します。何度も申しま

すが、枠組みを作り、これを使って負担が軽減

されるようにしていこうという制度であるとこ

ろは御理解いただきたいと思います。３６０時

間を３２０時間に減らしていくのを入れるとな

れば、現場の人たちも含めそういう努力をしな

いといけないから、問題をどう解決していくか

という方向で考えていきたいと思っています。
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堤委員 働き方で本当に負担をなくしていきた

い県の気持ちは分かりますが、法律で縛られ、

やらざるを得ない状況があるわけですから、さ

きほど言ったとおり、やはり教職員の定数を国

が責任を持って増やすということ。一人一人の

教職員の負担を減少させていくこと。これ抜き

に制度だけいじくっても、根本解決にならない

ことは一言言っておきたいと思います。

元吉委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 ほかに質疑もないので、これより

採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

元吉委員長 賛成多数です。

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったのでこれを許します。

まず、①から③の報告をお願いします。

川野人権教育・部落差別解消推進課長 大分県

人権教育推進計画の改訂について御報告します。

委員会資料の４ページをお開きください。

推進計画改訂の概要版となっています。なお、

計画の改訂版は別冊でお配りしています。

今回の改訂では、第Ⅰ章から第Ⅲ章の三つで

構成し、５ページの第Ⅰ章はじめにでは、改訂

の経緯や２０１６年の部落差別解消推進法の施

行等の人権教育をめぐる国内外の動き等を記載

しています。

６ページの第Ⅱ章学校教育・社会教育におけ

る人権教育では、教職員研修や人権教育指導者

の養成及び資質向上のための研修の充実を図る

等、学校や社会教育における推進体制や関係機

関との連携による学びの充実等について記載し

ています。

７ページの第Ⅲ章計画の推進では、人権教育

研究団体や大学等との協力連携の下、調査研究

や検証改善を行うことなどを記載しています。

また、１２月中旬から１月中旬にかけ実施した

パブリックコメントでは、人権教育の取組の中

で、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点

を取り入れる方向性を感じた」「前回改訂版よ

りシンプルで見やすくなった」等の御意見をい

ただいています。

木下文化課長 大分県文化財保存活用大綱の策

定について御報告します。お手元に本編と概要

版をお配りしています。本編はページ数が多い

ため概要版にて説明をします。前回の概要版

（案）からレイアウトを変更し、写真や図を多

く取り入れ、できるだけ読みやすいものとしま

した。

お手元の概要版を御覧ください。

１～４ページにかけて、大綱策定の趣旨、県

内の文化財の特徴などを記載し、５、６ページ

では、地域とともに活かして守る大分の文化財

を基本方針として、目指すべき将来像と方向性

を示しています。特に、持続可能な文化財保護

体制の確立のため、知る・活かす・守るの三つ

の柱を掲げ、市町村とともに地域全体で文化財

を守る仕組みづくりに努めたいと考えています。

また、昨年１１月に実施したパブリックコメ

ントにおいて、３名から延べ１２件の意見をい

ただきました。中には「県内の文化財の保護や

活用などの指針を作成していただきありがた

い」と好意的な言葉もありました。また、学校

教育との連携や情報発信の在り方などについて

の御意見をいただいたので、大綱にできる限り

反映しました。昨年の１２月には、文化財保護

審議会において、大綱素案の協議、去る２月１

日にリモートによる大綱策定委員会を開催し、

素案の最終確認を行いました。巻末資料を含め

て１５０ページに及ぶ大綱が出来上がる予定で

す。完成したら、大綱及び概要版をホームペー

ジにアップし、周知に努めるとともに多くの方

が閲覧できるようにしていきます。

今後、この大分県文化財保存活用大綱に準じ
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て、市町村では文化財保存活用地域計画を作成

するので、継続的な指導、助言を行っていきま

す。

加藤体育保健課長 第２期大分県スポーツ推進

計画の策定について御報告します。

本計画については、昨年１２月の常任委員会

で素案について御説明し、その後、県民意見募

集手続に関する要綱に基づき、県民意見の募集

を実施し、１名の方から「スポーツが地域で発

展する方策を作ってもらいたい」等、１件の運

動部活動に関する意見をいただきました。いた

だいた意見は、計画の中に掲げる施策で既に取

組を設定しているものでしたので、素案の修正

は行わず、今後の実施段階で意見も踏まえた取

組を進めます。

計画の概要について御説明します。

委員会資料の８ページを御覧ください。

本計画は、県民総参加、スポーツ力を高め、

明るく元気な大分の創造を基本理念に掲げ、そ

の実現に向け四つの基本目標を設定しています。

基本目標Ⅰ生涯にわたってスポーツに親しむ

機運の醸成では、別に配付している第２期大分

県スポーツ推進計画の冊子９ページから２３ペ

ージにかけて、ライフステージに応じたスポー

ツの推進をはじめとする三つの分野で七つの施

策を設定しています。

基本目標Ⅱ県民スポーツを支える環境づくり

の推進では、冊子２４ページから３８ページに

かけて、「みる」「ささえる」スポーツの充実

をはじめとする三つの分野で九つの施策を設定

しています。

基本目標Ⅲ世界に羽ばたく選手の育成では、

冊子３９ページから４５ページにかけて、競技

力向上のための組織の整備・充実をはじめとす

る四つの施策を設定しています。

基本目標Ⅳスポーツによる地域の元気づくり

では、冊子の４６ページから５１ページにかけ

て、国際スポーツ大会等の誘致をはじめとする

三つの施策を設定しています。

本県におけるスポーツのさらなる推進に向け、

令和３年度からの１０年間、本計画に基づいて

様々な取組を実施していきます。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

堤委員 川野課長、この冊子の６８ページの附

帯決議の中の１番で、過去の民間運動団体の行

きすぎた言動等とありますが、具体的にどうい

う言動があったと認識されていますか。

川野人権教育・部落差別解消推進課長 過去の

様々な運動団体などそれぞれたくさんあります

が、糾弾とかによって、差別を助長していくよ

うなことが過去にあったと認識しています。

元吉委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別に質疑もないので、続いて④と

⑤の報告をお願いします。

友成特別支援教育課長 第三次大分県特別支援

教育推進計画に関するフォローアップ委員会の

検討結果及び再編整備の進捗状況について御報

告します。

委員会資料の１０ページをお開きください。

本計画は、平成３０年度から令和４年度まで

の５か年計画であり、中間年にあたる本年度、

学識経験者、医療・福祉関係者、保護者代表、

学校関係者等で構成するフォローアップ委員会

を設置し、別冊の報告書が取りまとめられまし

た。中段には、中間評価の結果をお示ししまし

た。また、その下には、目標値達成に向け改善

に向けた一層の努力が必要となった指標につい

て改善方策等をお示ししています。既に、本年

度中に改善に向けた取組に着手しており、引き

続き、真摯に取り組んでいきます。

１１ページをお開きください。

別府地区特別支援学校の再編整備です。

第三次推進計画では、肢体不自由児及び病弱

児が在籍する別府支援学校本校を廃止し、肢体

不自由児は鶴見校で、病弱児は石垣原校で受け

入れ、それぞれを本校として設置すること、知

的障がい児を対象とする南石垣支援学校は、十

分な広さのある運動場、体育館を備えた学校へ

整備することとされています。しかしながら、

別府支援学校本校における病弱児の急激な増加、

利用する医療機関の多様化、令和３年３月を目
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途に特別支援学校設置基準が示される予定であ

ること等、計画策定時からの状況の変化が生じ

ています。

このような状況の変化を踏まえ、フォローア

ップ委員会より、「別府支援学校本校の存続を

含め、再検討することが望ましい」「設置基準

の内容によっては、別府支援学校本校、鶴見校、

石垣原校の再編整備について、南石垣支援学校

を含めた検討が必要」といった御意見をいただ

きました。今後、間もなく示される予定の設置

基準を踏まえ、児童生徒数の推移等の最新の状

況も見ながら、別府地区特別支援学校の課題解

決に向け慎重に検討していきます。そのほか、

インクルーシブ教育を踏まえた特別支援教育の

在り方については、いただいた御意見を抜粋し

ていますので御覧ください。

１２ページをお開きください。

本計画に基づく再編整備について、特に大分

地区の進捗状況を御報告します。１盲学校・聾

学校の整備については、既に共用寄宿舎が完成

し、令和２年９月から盲学校生徒が使用、令和

３年４月からろう学校生徒が使用開始予定です。

新校舎は令和４年２月上旬に完成予定であり、

４月に移転先での開校を予定しています。

２高等特別支援学校（仮称）の新設について

は、令和４年１月末の新校舎完成、４月の開校

に向けて準備を進めており、この度、校名候補

を選定しました。

１３ページをお開きください。

１１月１６日から１２月２５日まで校名を募

集し、総数２３４、校名数１６７の応募をいた

だきました。２月に開校支援委員会を開催し、

新設する高等支援学校の概要、学校基本構想の

説明を行うとともに、校名候補３案を推薦いた

だきました。

まず、校名は「大分県立○○高等支援学校」

とすることとし、その後、選定をしていただき

ました。推薦された校名候補は、表中にマル印

のついた、上野の森、令豊、桜の森の３案です。

今後、４月の教育委員会でこの３案から１案に

絞り、第２回定例会において、設置条例案を上

程する予定です。今後も開校に向け、準備を進

めます。

１２ページにお戻りください。

３特別支援学校の教室不足解消については、

大分地区新設知的障がい特別支援学校の開設に

向けた準備を進めており、大分市東部地域の人

口増や支援の必要な児童生徒数割合の増加を背

景に、特に、大分支援学校では過密・教室不足

が近年急激に増加しています。そのため、緊急

的な解決策としてプレハブの仮設校舎を設置し、

教室不足の解消に取り組みます。

渡辺教育人事課長 教職員の懲戒処分等につい

て御報告します。

委員会資料の１４ページをお開きください。

令和３年３月１２日、市町村立学校における

酒気帯び運転事案について関係職員の処分を行

いました。

杵築市公立小学校に勤務する教諭、男性３２

歳を停職６月の懲戒処分としました。概要です

が、同教諭は、令和２年１２月１２日土曜日午

前４時２２分頃、私用にて大分市仲西町２丁目

２番８号付近道路において普通乗用自動車を運

転中、警察官よりアルコール検知を受け、呼気

１リットル当たり０．２５ミリグラムのアルコ

ールが検出され、酒気帯び運転で検挙されまし

た。このことにより、令和３年２月２４日に大

分簡易裁判所から罰金３０万円の略式命令を受

けていました。同教諭の行った行為は、平素、

児童に安全教育、遵法精神を指導する教育公務

員として誠に遺憾な行為であり、その職に対す

る信用を著しく失墜させたことは、地方公務員

法第３３条の規定に違反するものです。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

平岩委員 高等特別支援学校の校名はどうなっ

たのかなと思っていましたが、今日ここに案が

出ていたので、ほっとしたなと思いながら楽し

みにしています。

もう１点、別府地区の支援学校の再編につい

て、当初は決まっていたのが、いろいろなこと

を事情に、本校の存続も含めてと言われました

が、病弱の生徒の増加と病院の多様化で、少し
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具体的に教えていただきたいです。メンタル的

な部分で、支援を必要とする生徒が増えている

のかなと思ったりしますが、そこはどうでしょ

うか。

友成特別支援教育課長 病弱の生徒について、

中間評価及び今後の特別支援教育の在り方に関

する報告書の１３ページを御覧ください。

そこにグラフが書かれています。これは別府

支援本校の児童生徒数の推移を表していますが、

令和元年、２年に急激に病弱の子どもが増加し

ていることが示されています。ここで言う病弱

な子どもとは、基本的な発達障がいがあり、そ

れに伴い二次障がいで適応障がいとか、心身症

といった障がいを合わせている子どもです。近

年、そういった子どもが増加しているというこ

とで、そういった子どもを含め、今後、別府地

区をどのように対応していくのか検討していき

たいと考えています。

元吉委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 ほかに質疑もないので、以上で諸

般の報告を終わりますが、一言お願いしたいの

は、懲戒処分がまた出ましたが、今年度も何件

かありました。公務員と言えども、聖職と言わ

れる教育委員会、先生方の立場、あるいは警察

官の不祥事は本当にゆゆしきものがあり、特に

警察官については県の行政基準にのっとって、

もちろん懲戒を受けますが、ほとんどが依願退

職します。依願退職をしろという意味ではない

ですが、それぐらい厳しい目でもう少し取り組

んでいただかないと、ずっと続くのではないか

と。特に飲酒、酒気帯び運転などもってのほか

で、宇佐市でもありましたが、大変優秀な先生

が寝て朝出て追尾されてというのは、多少情状

酌量かなと思いますが、分かっていて飲酒で引

っかかるのは教職員として本当にあるまじき行

為だと思うので、ぜひその辺は全体で自覚を持

って対応していただきたいと思います。

教育現場は、今年もコロナ禍でいろいろな面

で大変だったと思いますが、それとは別に、こ

の綱紀粛正をしっかりやっていただければと思

い、要望したいと思います。

この際、ほかに何かありませんか。

馬場委員 一つだけ、高校入試で二次入試も終

了したかと思いますが、教えていただければと

思います。

第一次入試で定員をオーバーしている学校も

あったし、定員を切っている学校もありました。

二次入試で５００人ほどの募集があったと思い

ますが、それに何人ぐらいの生徒が受験し、何

人ぐらい合格しているか教えてください。

三浦高校教育課長 高校入試については、二次

入試が先週終わりましたが、追検査が今週ある

ので、最終的にまだ終わっていない状況です。

さきほど委員の御質問にあったように、５０

０人の定員の中で、現在４３０人の欠員の状況

となっています。二次入試が終わった段階で、

全日制の課程では４３０人の欠員、それから定

時制が２８８人の欠員の状況です。

馬場委員 ありがとうございます。

なぜ伺ったかというと、第一次入試を募集す

るとき、定員を超えず応募があったところは一

次の募集人員でほとんど合格できていると思い

ます。ただ、一次募集で定員を超えた学校で、

その定員の全てが合格していなくて、定員数の

中で不合格がかなり出ているのかなと思います。

定員の中で不合格者が出るのは、それぞれの学

校で内申点と当日の点数を足し合わせ、そこで

基準を作っていくと思いますが、その辺の基準

は学校によって全て違うのかどうか。例えば、

中津南だと、２００人の定員で、一次推薦で２

０人採るんですか。その後の１８０人募集に対

し、かなりそれ以上に受験している。でも、二

次募集で１９１人が合格しているので、二次で

１１人募集している。定員の中で受けた生徒が

不合格になっていますが、それは普通科高校を

含め、各校独自で点数が決められているという

ことですか。今年は定員の中での不合格は多い

のか、少ない状況なのか。

三浦高校教育課長 高校入試については、学校

ごとに基準を決めて選抜しています。もちろん

一次入試は、学力検査を５教科受けますが、二

次入試では面接、それから小論文等もあるので、

その辺も加味しながら、もちろん調査書もあり
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ますが、総合的に判定し、その学校に入学する

だけの資質能力を有しているかどうか判断され

合否が決まるという状況です。

そういった不合格については、今年度もあり

ましたが、例年あるので、特段今年が多いとい

うことではありません。

馬場委員 分かりました。

例えば、普通科でいうと内申点が取れる生徒

が受験していると思うから、定員の中で合格を

出してもいいのではないかと思います。選抜だ

からそういう状況もあるのかも分かりませんが、

意見です。（「関連して」と言う者あり）

平岩委員 丁寧に、今年の高校入試は、募集、

合格者、二次がどうだという連絡を、特別支援

教育も含めいただきました。最初に総合選択制

を入れた三重総合や、国東の環境土木科、海洋

科学、玖珠美山、そして久住高原農業――県が

とても力を入れて一生懸命やってきましたが、

全部定員に達していない状況です。反対に、学

科によって違いますが、大分市内は大分東以外

は全部、大変な競争倍率になっている状況を何

らかの形で総括し、どう改善していくのか。

今までは、地方の学校が選ばれるようになる

ために努力しよう、頑張ろうと。確かにみんな

すごい努力をし、生徒たちも生き生きと活動し

ているが、このままではいけないなと毎年この

時期に思っているので、総括というか、思いを

聞かせていただきたいと思います。

三浦高校教育課長 ありがとうございます。

高校入試については、定員割れをしている学

校も多数ありますが、今、委員が言及された中

でも、玖珠美山高校や、久住高原農業は、昨年

度よりかなりステップアップした状況で、地域

から選ばれる学校に徐々に近づいています。残

念ながら定員には達していない状況ですが、そ

ういう努力も徐々に実りつつある部分もありま

す。今後は私立高校等の流れも勘案しながら、

より魅力的な学校づくりを目指して、選ばれる

学校を地域中心に目指していきたいと考えてい

ます。

志村委員 いよいよオリンピックですね。聖火

リレーが来月２３日、２４日と大分であります。

７月には開いてほしいなと思っているし、多分

開けるのではないかと思いますが、いま一つム

ードが上がらないですよね。国内でばっと盛り

上がるような大会にしなければいけないと思っ

ていますが、振り返れば、昭和３９年の第１回

オリンピックは日本中が聖火のリレーを中心に

ずっと盛り上がって、大変いい東京大会ができ

ました。今回、各都道府県で走るわけですが、

子どもたちに、この聖火リレーでどう感動を与

えるか。学校教育的な観点なのか、あるいはど

ういう観点なのか。子どもたちに学校教育とし

てやるのか、その辺を聞かせてもらいたいです。

ムードを盛り上げるのに、何とか子どもたちに

感動を覚えていただくことになるとありがたい

と思っています。聖火リレーが県内を走るとき

に、教育委員会としての考え方を出すべきだと

思っていますが、準備とか心意気を少しお聞か

せください。

加藤体育保健課長 オリンピック聖火リレーの

件です。

聖火リレーについては、大分県の聖火リレー

実行委員会で実行、開催について検討されてい

ます。もちろんコロナ禍の状況なので、コロナ

対策を万全にということで、観客、応援する方

々についても一定の制限があると聞いています。

そういう中で、小学生、中学生の教育的観点か

らの関わり合いというのは、現在のところ、計

画は立てていませんが、オリンピック教育とい

う観点から、しっかりオリンピックの意義等を

教育の中にいかしていきながらというのは考え

ているので、そういう形で対応できればと考え

ています。

内海義務教育課長 義務教育関係ですが、国の

オリンピック・パラリンピック・ムーブメント

全国展開事業を活用し、小学生用と中学生用で

道徳教材を作成して学校に配っています。小学

校は北京パラリンピック銀メダリストの笹原選

手を題材とした道徳教材です。中学校は太陽の

家の理事長の山下達夫さんの考え方を共有して

います。指導案も一緒に付いているので、こう

いったものを学校で広く活用していただきなが

ら、ここでもオリンピック・パラリンピックの
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機運を盛り上げていけたらと思っています。

志村委員 ありがとうございます。

少し観点が違うかもしれませんが、私が言い

たいのは、聖火が走るところを生徒児童に見て

もらい機運を盛り上げる。大分でオリンピック

ムードが盛り上がったなと、そこを何としても

表現し、実現してもらいたいという気持ちです。

新年度に入ってからでは遅いかもしれませんが、

あと１か月ですから、いい聖火リレーにしてほ

しいと思うので、よろしくお願いします。

元吉委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 ほかにないようですので、これを

もちまして、教育委員会関係の審査を終わりま

すが、ここで一言、私からお礼を申し上げます。

〔元吉委員長挨拶〕

〔工藤教育長挨拶〕

元吉委員長 ありがとうございました。

この春で御退職される皆さんから一言お願い

したいと思います。

〔阿部参事監兼福利課長挨拶〕

〔中村教育改革・企画課長挨拶〕

元吉委員長 それでは、これをもちまして教育

委員会関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

執行部が入れ替わりますので、しばらくお待

ちください。

執行部が入れ替わるので、５分休憩します。

再開は、午後３時１５分とします。

午後３時０９分休憩

午後３時１５分再開

元吉委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。

これより警察本部関係の審査を行います。

初めに、総務企画委員会及び福祉保健生活環

境委員会から合い議のあった三つの合い議案件

について審査を行います。

まず、第１７号議案職員の服務の宣誓に関す

る条例等の一部改正についてのうち、警察本部

関係部分について、執行部の説明を求めます。

竹迫警察本部長 審査にさき立ち、一言御挨拶

を申し上げます。

委員の皆さま方には、先日開催された予算特

別委員会において、警察本部関係の令和３年度

当初予算の新規事業をはじめとした主要事業等

について御審議いただき、ありがとうございま

した。本日の委員会では、令和３年度当初予算

のうち、主要事業以外の事業ほか、予算外議案

として職員の服務の宣誓に関する条例等の一部

改正の概要など計３件の案件について担当部長

から御説明しますので、どうぞよろしくお願い

します。

森實警務部長 文教警察委員会説明資料の１ペ

ージをお開きください。

第１７号議案職員の服務の宣誓に関する条例

等の一部改正について、県警察が所管する警察

の職務を行う職員の服務の宣誓に関する条例部

分を御説明します。

今回の改正は、行政手続等における押印原則

の見直しに伴い、服務の宣誓について宣誓書様

式の押印を廃止し署名のみとするものです。改

正の内容については、条例に定める別記様式よ

り印を削除するものです。あわせて、漢字表記

を平仮名表記に改めるなど所要の改正を行いま

す。改正条例の施行期日は、公布の日となりま

す。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと、総務企画委員

会に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。

続いて、第１８号議案職員の給与に関する条

例の一部改正についてのうち、警察本部関係部

分について、執行部の説明を求めます。

森實警務部長 第１８号議案職員の給与に関す
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る条例の一部改正について御説明します。

文教警察員会説明資料の２ページを御覧くだ

さい。

まず、項目１改正理由についてです。

職員への給料表の適用については、地方公務

員法第２５条において、給与条例中の級別基準

職務表で等級ごとに分類する際の基準となるべ

き職務を規定するとされているところ、今回は

組織改正に伴う職名の変更を反映させるため、

級別基準職務表について規定の整備を行いたい

というものです。

次に、項目２の改正内容についてです。

まず、（１）公安職給料表における職名の変

更についてです。警察本部の組織改編に伴い、

公安職給料表９級の職である参事官を総括参事

官へ、管理官の職を参事官へ、職名の変更を行

ったため所要の改正を行うものです。施行期日

についてですが、公布の日から施行したいと考

えています。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別に御質疑等もないので、さきほ

ど審査した教育委員会関係部分とあわせて採決

します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと、総務企画委員

会に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。

続いて、第２６号議案食品衛生法に基づく営

業施設の基準を定める条例等の一部改正等につ

いてのうち、警察本部関係部分について、執行

部の説明を求めます。

筒井生活安全部長 お手元の文教警察委員会説

明資料の３ページを御覧ください。

第２６号議案食品衛生法に基づく営業施設の

基準を定める条例等の一部改正等についてのう

ち、警察に関係する風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律施行条例の一部改正に

ついて御説明します。

今回は、食品衛生法等の一部を改正する法律

が本年６月１日に施行されることに伴い、食品

衛生法の営業許可に関する根拠条文に条ずれが

生じたことから、同条を引用する風俗営業等の

規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

の一部改正を行うものです。

改正の内容は、食品衛生法を引用している風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律施行条例第７条第３項では、ゲームセンター

等の営業を営む風俗営業者の遵守事項を定めて

おり、同項第２号において、ゲームセンター等

の営業所では客に飲酒させてはならない。ただ

し、食品衛生法に規定する飲食店営業の許可を

有する者を除くと規定されています。ゲームセ

ンター等の風俗営業者が保健所の飲食店営業許

可を取得すれば、営業所内で客に飲食を提供で

きるとなりますが、その食品衛生法に規定する

食品営業の許可に関する根拠条文が第５２条第

１項から第５５条第１項に改正されることから、

同条を引用している風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律施行条例についても改

正するものです。施行期日は、食品衛生法等の

一部を改正する法律の施行の日となる本年６月

１日です。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと、福祉保健生活

環境委員会に回答することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと福祉保健生活環境委員会に回答す

ることに決定しました。
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以上で、合い議案件の審査を終わります。

次に、付託案件の審査を行います。

第１号議案令和３年度大分県一般会計予算の

うち、警察本部関係部分について、執行部の説

明を求めます。

森實警務部長 第１号議案令和３年度大分県一

般会計予算のうち、警察本部関係について御説

明します。

お手元の令和３年度警察本部予算概要の２ペ

ージをお開きください。

令和３年度警察本部の当初予算額は、警察本

部①の計の欄に記載のとおり２７３億９，２０

１万８千円です。

先般の予算特別委員会において、主要事業等

について本部長から御説明申し上げたので、本

日は、それ以外の事業について予算概要の順に

沿って御説明します。

５ページをお開きください。

公安委員会費です。事業名欄一番上の委員報

酬６７８万円については、公安委員３人の報酬

です。その下の公安委員会運営費１６８万５千

円については、公安委員及び事務局職員の旅費

など公安委員会の運営に要する経費です。

７ページをお開きください。

警察本部費です。事業名、警察運営費１５億

２，６４５万円については、各団体が実施する

事業への補助金、児童手当、警察職員貸与被服

調製費及び赴任旅費や庁舎の光熱水費などの警

察運営諸費等です。

８ページをお開きください。

事業名、治安維持を担う人材育成推進事業費

１，０９２万５千円については、若手警察職員

の人材育成、確保を推進するため、各種研修の

充実等を行うものです。

９ページを御覧ください。

装備費です。事業名、警察装備費３億９，４

５８万８千円については、ヘリコプターの特別

点検整備等に要する経費や車両、警察官装備貸

与品等維持修繕費、車両等燃料費等です。

１０ページをお開きください。

警察施設費です。事業名欄上から二つ目の交

番・駐在所建設費６，５１３万円については、

中津警察署中津東交番の建て替えに要する経費

です。その下の警察施設改修費９，３０７万２

千円については、杵築幹部交番の発電機更新工

事など警察施設の改修を行うものです。

三つ下の交通安全施設維持管理費３億８，０

５１万７千円については、交通信号機等の電気

料、回線専用料など交通安全施設の維持管理等

に要する経費です。その下の警察庁舎等維持修

繕費４，２７３万円については、警察庁舎等の

維持修繕に要する経費です。

１１ページを御覧ください。

運転免許費です。事業名欄一番上の認知症等

早期発見支援事業費８７７万７千円については、

運転免許更新時等に認知症等の運転者を早期に

発見し、医療機関への受診勧奨など、より的確

な対応を行えるよう、３名の保健師等を運転免

許センターに継続配置するものです。

二つ下の自動車運転免許事務費６億６，８５

８万２千円については、運転免許証更新時の講

習や行政処分者に対する講習に要する経費等で

す。

１２ページをお開きください。

恩給及退職年金費です。事業名警察恩給費２，

１２６万８千円については、昭和３７年１１月

以前に退職した警察職員及びその遺族に対する

恩給の支給に要する経費です。

１３ページを御覧ください。

警察活動費です。事業名欄上から三つ目の地

域防犯力強化育成事業費２，２９５万１千円に

ついては、児童生徒の非行防止等を図るため、

スクールサポーター８名の継続配置を行うほか、

子どもたちを標的とした犯罪の未然防止等を図

るため、まもめーるによる地域の安全情報を県

民に発信するものです。

その下の空き交番・県民安全相談対策事業費

７，２８８万２千円については、交番相談員２

０名及び警察安全相談員８名を、それぞれ継続

配置するものです。

１４ページをお開きください。

事業名欄上段の一般警察活動費２億７，８８

５万円については、公益社団法人大分被害者支

援センターに相談、支援事業及び講演会等の開
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催事業を委託するために要する経費や電話専用

料等通信運搬費、旅費等です。

１５ページを御覧ください。

事業名欄一番上の刑事警察費２億７，９３３

万８千円については、捜査支援システムの整備

及び維持管理に要する経費や報償費、旅費等で

す。二つ下の１１０番通信指令システム管理事

業費２億７５８万３千円については、１１０番

通信指令システム及び総合指揮室映像表示シス

テムのリース料です。その下の交通事故総量抑

止対策推進事業費３，７５１万円については、

交通事故総量を抑止するため、運転マナー、横

断マナーの向上を図る広報啓発活動や交通安全

教育を通じて、県民全体の交通安全意識の高揚

に向けた取組等を行うものです。

１６ページをお開きください。

事業名欄交通指導取締費２億６，６４１万３

千円については、自動車保管場所申請等の手続

をインターネットで行うワンストップサービス

の運用に要する機器のリース料及び回線料等、

放置違法駐車車両の確認事務等の委託及び機器

のリース料等、その他報償費、旅費等です。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

堤委員 難しい話ではないけど、別大国道上に

自動スピード検知器が設置されていますね。ど

れぐらい検挙されていますか。あそこの前で基

本的にみんなスピードを落としますね。確かに

スピード規制はあるだろうけど、あれを過ぎた

らわあっと行きます。そこら辺が年間どれぐら

いあるのかなと、あの前を通るたび思いますが、

どうでしょうか。

木村交通部長 数値がどれくらいかは後ほど答

えさせますが、効果については、１５０キロと

か１３０キロとかの著しい速度違反の検挙は結

構あっています。別大国道から大分市内に入っ

て西大分のところで以前は死亡事故が時々あっ

て、その防止対策のために手前で信号で止めた

り、あわせてそういった取締機器でやっていま

す。別府方面に向けては、駐車場とかを活用し、

警察官の取締りもできますが、別府から大分に

来る方は、海岸側で止めようがないので、そう

いった機器を活用して事故防止対策をやってい

ます。

元吉委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 ほかに御質疑等もないので、さき

ほど審査した教育委員会関係部分とあわせて採

決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決します。本案のうち、本委員会関係部分

については、原案のとおり可決すべきものと決

することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

元吉委員長 賛成多数です。

よって本案のうち、本委員会関係部分につい

ては原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。

以上で付託案件の審査を終わります。

諸般の報告等はありませんが、この際、委員

の皆さまから何かありませんか。

木村交通部長 さきほどの別大国道のオービス

の速度取締りの状況ですが、令和３年１月末現

在の数字になりますが、設置から２，０１６件。

（「多いね」と言う者あり）平成２８年に設置

しているので、設置からこれまでに２，０１６

件です。

元吉委員長 ほかにありますか。

平岩委員 ２点あります。

週末から宇佐のラウンドアバウトが報道され

ていて、私たちが見に行ったときはまだきれい

ではなかったですが、とてもきれいに整備され

て、回ると楽しくなるような道路になっていま

すが、これから実証実験の効果が出てくると思

います。大分県下で広がっていく可能性はある

のかが１点。

もう１点は、実は昨日の夜中からずっと対応

に困っていることが起きています。障がいのあ

る子どもが、家庭で暴力を振るってお母さんに



- 19 -

危害を加えているということで、その対応はこ

ちらで福祉と一緒にやっています。交番、警察

署の方が、余りに暴力がひどいときは警察を呼

びなさいと言ってくださって、強制措置のよう

な形になることもあるのは前から聞いていまし

たが、その現場でなければ入っていけない、落

ち着いているときはそういうことはできないと

思います。警察官の方たちに、そういうときの

対応はどうするんだよという指導、訓練がなさ

れているのか教えていただきたいと思って。す

みません、突然ですが、お聞きします。

後藤交通規制課長 お答えします。

１点目のラウンドアバウトの発展性ですが、

委員御承知のとおり、安心院が本格運用になり、

一般的には、渋滞が抑制され交通速度が抑えら

れるということ。また、災害時に信号等が倒壊

することがないので、一般的に災害に強いと言

われています。安心院の検討会で、最終的には

速度がかなり抑制されたこと、渋滞が緩和され

市民の方も賛成だということで本格運用になっ

ています。

警察としても、信号の設置も含めて、道路改

良、新設となる場合には、こういったラウンド

アバウトの設置を検討してもらい、どんどん導

入していきたいと考えています。聞いたところ

によると、最近では、交差点の協議で津久見の

三差路、岩屋交差点で検討されているというこ

とは聞いており、これも警察が入って一緒に協

議していきたいと考えています。

二宮生活安全企画課長 子どもの家庭内におけ

る暴力の対処要領でお答えします。

子どもの年齢にもよりますが、１４歳を超え

ていれば、最悪、そういう強制措置にもなりか

ねませんが、まずは、子どもと親を引き離すた

めにも早めの１１０番連絡をしていただければ

と思います。さらに、お困り事等あれば、傷害

とかに発展する前に、生活安全相談という窓口

もあるので、そちらにお気軽に相談していただ

ければと思います。

いずれにしても、警察も児童相談所、学校等、

各種関係機関と連携して、親と子どもの双方の

意思、意向等も尊重しながら対応しています。

とにかく早めの相談、若しくは１１０番を御教

示いただければと思います。

平岩委員 ありがとうございました。ほっとし

ました。

子どもは４１歳で、母親が７２歳です。昨日

は顔面、後頭部を殴られ、病院に行って、一応

けがはしていないということでした。何かスイ

ッチが入るものがあるだろうなと思っています

が、とにかく子どもを加害者にしないよう、そ

れと親子心中しないようにするにはどうしたら

いいかなと昨日から一生懸命考えています。す

ぐ１１０番しなさいと言っていただいた言葉は

とてもありがたかったです。どうぞよろしくお

願いします。

元吉委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 ほかにないようですので、これを

もちまして、警察本部関係の審査を終わります

ここで一言、私からお礼を申し上げます。

〔元吉委員長挨拶〕

〔竹迫警察本部長挨拶〕

元吉委員長 ありがとうございました。

それでは最後に、この春で御退職される皆さ

んから一言お願いしたいと思います。

〔筒井生活安全部長挨拶〕

〔原田刑事部長挨拶〕

〔姫野警備部長挨拶〕

〔松尾会計課長挨拶〕

〔吉永刑事企画課長挨拶〕

〔左藤運転免許課長挨拶〕

元吉委員長 それでは、これをもちまして警察

本部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

委員の皆さまは、この後協議を行うので、こ

のまま御着席願います。

〔警察本部退室〕

元吉委員長 このメンバーでの委員会はこれで

最後になりますが、この際、ほかに何かありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕
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元吉委員長 別にないので、本日がこのメンバ

ーによる最後の委員会ですから、私から一言御

挨拶申し上げます。

〔元吉委員長挨拶〕

元吉委員長 これをもって、文教警察委員会を

終わります。

１年間、大変お疲れさまでした。


